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「二宮町こどもの権利条例」の策定にあたり、こどもの権利に基づいて、こども・若者      

の皆さんが自由に意見を言える場として「こども会議」を開催します。                  

「こども会議」のメンバーになって、普段の生活で感じる大切にしたい                 

考え方や権利についてみんなで話し合い、想いを言葉にしてみませんか。 

二宮町こども・健康部こども支援課  電話 0463-71-5862 

こども・若者の意見表明をサポートする人材「こども意見ファシリテーター」を増やし、こども・

若者にとって安全・安心な意見表明の環境を整備することを目的に養成講座を開催します。 
 
日  時：令和７年１２月１２日（金） 13：00～17：00 

      ※12月１７日（水）13：30～15：30に振り返り講座があります。 

本講座受講者はできるだけご参加ください。 

場  所：生涯学習センターラディアン ミーティングルーム 2 

対  象：町内在住・在勤の方 

人  数：30名（応募者多数の場合は抽選） 

講  師：一般社団法人 Everybeing 共同代表 西崎 萌氏 

参 加 費：無料 

申込期限：１1月 21日（金） 

そ の 他：１２月１４日（日）１０:００～１２：００開催の「こども会議」は本職のファシリテーター

が運営します。講座参加の方はぜひ会議をご覧ください。（任意） 

 

 

「こども意見ファシリテーター」とは

こども意見ファシリテーター養成講座について 

申込はこちらから 

「こども会議メンバー」も募集中 

 

 

詳細はこちらから 
 

  

日々の生活などにおいて、こども・若者が安心して意見を表明できるようサポートする人材

を「こども意見ファシリテーター」と言います。                               

二宮町では、こども・若者が自らに関わることについて意見を形成し、成長段階に応じた意見

表明や社会参画ができる環境づくりを進めており、町民のみなさんにはこの取り組みに関心

を持ち、理解してもらいたいと思っています。 


